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第３編 今後の取り組みにあたっての留意事項           

 
大阪湾沿岸の海岸保全基本計画策定後の取り組みについては、以下の点に留意する。 

 
（１）今後の調査研究 

技術の進歩により明らかになっている新しい知見、技術について、最新の成果を導入

できるよう調査・研究およびその体制づくりを検討していくことが重要であり、以下の

点に留意する。 
 

① 多様な生物の生息空間の創出や水質改善など、環境の改善に効果のある海岸保全

施設の整備や、自然エネルギーの活用、アマモ場の防護効果などの調査・研究に

ついて、専門の研究機関や学識経験者との連携を図りながら進める。 
② 藻場・砂浜等の変化の把握、多様な生物及び生態系の実態調査等の環境調査、各

種文化財や歴史的資源等の調査・研究について、他の関係機関との連携により、

情報の共有化および調査の充実を図る。 
③ 地球温暖化にともなう気象・海象の変化や、長期的な海水面の上昇が懸念される

ため、今後の調査研究の進展などについての情報収集に努める。 
 

なお、今後の調査研究の進展にあわせ、環境面や利用面で配慮すべき目標値などに

ついても検討していく。 
 

（２）地域住民等の参画と情報公開 
大阪湾沿岸の海岸保全施設については、ほとんどの区間で整備が完了しているが、

一部に未整備区間や改良等が必要な区間が残されている。また、環境面や利用面につい

ても課題が残されており、「人も自然も元気でにぎわう」海岸を目指して、今後も海岸

整備を推進する必要がある。 
基本計画の策定にあたっては情報を公開するとともに、アンケート調査やヒアリン

グ調査等による住民意見の収集と反映に努めた。今後、防護、環境保全、利用促進のバ

ランスがとれた事業を実施していくためには、海岸に関する情報について広く地域住民

への公開に努め、事業の透明性の向上を図っていくとともに、計画の策定や事業の実施

段階において、地域住民や漁業関係者、海岸づくりの調査、研究を進めている市民団体、

NPO、ボランティアなど海岸に関わる多方面の関係者の積極的な参画を得る必要があ

る。 
情報公開については、海岸の状況や計画の実現によりもたらされる防護、環境及び

利用に関する状況などのほか、日常的な海岸利用の安全に関する情報についても、同様

に広く地域住民への公開に努めていくものとする。なお、情報公開の方法としては、広
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報紙、ホームページ、パンフレット等により行うものとし、地域住民のみならず来訪者、

観光客等にも広く情報を提供できるよう検討していく。 
地域住民等の参画については、ワークショップ方式の導入や地元関係者の参画した

話し合いの場としての懇談会や委員会等の開催も検討していくものとする。さらに、現

地見学会など実体験による学習の機会を設ける。 
情報公開と地域住民等の参画を得ることにより、防災、環境、地域産業や歴史などに

関する知識の普及と意識の向上を図り、地域住民自身がマナーやモラルの向上を考え、

海岸づくりに積極的に関わるような環境をつくっていくものとする。 
 

（３）広域的・総合的な調整・連携 
大量消費型の経済社会から脱却し、物質の効率的な利用やリサイクルを進めること

により、資源の消費を抑制し、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成すること

が急務となっている。 
大阪湾における海洋汚染や河川からの流入も含めた海岸のごみ問題、油流出事故な

どは、生物生態系に及ぼす影響が大きいことから重要な環境課題であるとともに「循

環型社会」を形成するうえで広域的な社会問題として捉える必要があり、問題の背景

を把握した上で慢性的な原因の解消や突発的な事故への迅速な対応など総合的な対策

を考えていく必要がある。そのため、関係機関の協力のもとに沿岸域が一体となった

取り組みをめざすことが必要である。 
本計画に基づき海岸保全施設の整備を実施していくにあたっては、港湾における環

境面の計画などの関連計画との連携に配慮し、大阪湾全体の視点で取り組みを進めて

いくことが重要である。 
また、海岸の侵食対策についても、土砂の供給源も含めた広域的な土砂収支の把握

など、関係者と連携した適切な土砂管理方法の確立をめざすことにより、砂浜の維持・

復元を図っていくことが必要である。 
大阪湾は、本計画の対象範囲である兵庫県南東部と大阪府域からなる大阪湾沿岸と、

淡路沿岸東部とで形成されていることを考慮し、それぞれの現況特性をふまえ、大阪

湾全体における各々の役割分担などについては今後検討していく。 
 
（４）計画の見直し 

本計画策定後において、災害等の発生により新たに施設整備の必要性が生じた場合

には、計画の基本的事項に配慮しつつ、海岸保全施設の整備内容を迅速に見直すことと

する。 
また、地域状況の変化や社会経済状況の変化など、様々な要因により海岸を取り巻

く状況や海岸への要請に大きな変化が認められた場合においても計画の基本的事項や

海岸保全施設の整備内容等を再整理し、適宜、見直すこととする。そのために、自然環

境や社会経済状況についての情報収集・整理や海岸への要請の把握に努める。 
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大阪湾における大阪湾沿岸と淡路沿岸との役割などについては、今後検討していく

が、参考として以下に整理する。 
 

【 参 考 】 

大阪湾における各沿岸の役割について 
 

本計画の対象とする大阪湾沿岸は、淡路沿岸東部とともに大阪湾を形成することか

ら、淡路沿岸の計画との相互関係に配慮する必要がある。 
大阪湾沿岸では都市的利用が集積し、一方の淡路沿岸には豊かな自然が残っているな

ど、大阪湾を形成する２つの沿岸の現況特性は異なる部分が多い。 
大阪湾沿岸を構成する各沿岸の役割について整理すると、概ね以下のようになる。 
 

大阪湾における各沿岸の役割 
大阪湾沿岸 淡路沿岸 

沿岸の大部分が高度に集積した都市を

背後に持つ大阪湾沿岸では、海岸の日常

的な利用と残された環境の保全との調整

を図りつつ、利用面での機能向上及び新

しい環境創造に取り組んでいく沿岸であ

る。 

大阪湾において残された美しい自然海

岸を有し、海域生物の再生産の場としても

重要な淡路沿岸では、豊かな環境の保全を

基本として、地域の日常的な利用や都市部

からの観光利用を受ける、人と生きものの

オアシスとなる沿岸である。 
 
 本計画において設定しているエリア特性の区分と、淡路沿岸で設定しているエリア特

性の区分の関係を下表に示す。大阪湾沿岸は淡路沿岸より自然的要素が比較的少なく、

「環境保全」という観点に加え、これまでに失われた海岸の自然環境を、今後は可能な

限り回復・創出していくという観点で、「環境創造」というキーワードを使用している。

また、大阪湾沿岸は利用系が中心であることから、特に利用面での性格の違いを表現し

ている。 
 保全と利用の調和を目指すという両者の基本的な海岸づくりの方向は共通している

が、エリア特性の区分により各沿岸の独自性を表す結果となっている。 
 

各沿岸におけるエリア特性の関係 
 

大阪湾沿岸  淡路沿岸 

環境保全重視エリア 
環境保全・親しみエリア 

環境利用調整エリア 

環境創造・楽しみエリア 

環境創造・活性化エリア 
利用促進エリア 
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